
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
【診療報酬等明細書】 

診療月 増減点等 
通知書発送日 

診療報酬等支払日 
支払通知書 
発送予定日 電子請求 紙請求 

2023 年 
12 月 2 月 2 日（金） 2 月 20 日（火） 2 月 28 日（水） 

【目安】 
支払日の 3 営業日前 2024 年 

1 月 3 月 5 日（火） 3 月 21 日（木） 3 月 28 日（木） 
 
【出産育児一時金】 

提出月 
出産育児一時金支払日 

支払通知書 
発送予定日 正常分娩分 異常分娩分 

2024 年 
1 月 2 月 6 日（火） 2 月 20 日（火） 

【目安】 
支払日の 3 営業日前 2024 年 

2 月 3 月 8 日（金） 3 月 21 日（木） 
 
※支払通知書は支払日の 3 営業日前を目安に発送予定ですが、前後する場合があります。 

 

 

 
以下帳票種別①～⑨について、オンライン請求システムより PDF ファイルのダウンロードが可能となっています。 
下表のとおりデータを公開しますので、ぜひダウンロード機能をご活用ください。 

 

帳票種別 
令和 5 年 令和 6 年 

12 月 

請求分 

1 月 

請求分 

2 月 

請求分 

①,② 
1/18 
（木） 

2/16 
（金） 

3/18 
（月） 

③～⑨ 
1/5 

（金） 

2/5 

（月） 

3/5 

（火） 
 
 
 
 
 
 

請求年月 請求締切日 
休日受付日 

【9：00～17：00】 受付場所 

2024 年  2 月 10 日（土） 10 日（土） 鳥取県国民健康保険団体連合会 事務室 

（鳥取県東部庁舎 5 階）        3 月 10 日（日） 10 日（日） 

 
 

【鳥取県国民健康保険団体連合会】 
〒680-0061 鳥取市立川町 6 丁目 176 番地 鳥取県東部庁舎 5 階 
TEL：0857-20-3684（審査課）                          

H P：https://www.kokuho-tottori.or.jp    @torikokuhoren   

とっとり国保連  

X（旧 Twitter）用 
QR コードはこちら→ 

2024 年 

1 月号 

鳥取県国民健康保険 

マスコットキャラクター 

けんぞうくん 請求日程等 

レセプト休日受付日等 

振込額データ公開日程 

帳票種別 ①支払額決定通知書（国保/後期）       ⑥後期高齢者過誤調整結果通知書 
       ②支払額決定通知書内訳書（国保/後期） ⑦公費負担医療過誤調整結果通知書（国保・後期） 
       ③増減点返戻通知書（国保/後期）       ⑧資格確認結果連絡書（原審査） 
       ④過誤・再審査結果通知書（国保/後期）  ⑨資格確認結果連絡書（再審査） 
       ⑤国民健康保険過誤調整結果通知書       



 
 
✍【調剤報酬】外来服薬支援料 2 の算定について 

  外来服薬支援料 2 は一包化を行った際に算定できる加算ですが、一包化の条件を満たさず算定されている 
  ケースが散見されます。今一度算定条件についてご確認をお願いいたします。 

 
① 1 剤で 3 種類以上の処方での一包化 

1 剤で 3 種類以上内服薬固形剤が処方されているとき、一包化して算定をすることが可能です。 
ただし、同一銘柄の同一薬剤で規格のみ異なる薬剤が同時に調剤された場合は 1 種類として取り扱いま
す。 
以下「算定例」のような場合、薬剤は 2 種類のため外来服薬支援料 2 の算定条件（＝1 剤であっても 3 種 
類以上の内服用固形剤が処方されているとき）に当てはまらず算定不可となりますので、請求の際はご留 
意ください。 

 
算定例： 

   1 日 1 回朝食後服用 
 
   アジルバ錠 10mg 1 錠 
   アジルバ錠 20mg 1 錠 
   アムロジピン錠 5mg「明治」 1 錠 
 
 
② 服用時点ごとの一包化 

服用時点の異なる 2 種類以上の内服薬固形剤を服用時点ごとに一包化した場合算定可能です。 
異なる服用時点同士では算定できませんのでご留意ください。 

 
 算定できる場合： 

処方①・・・1 日 1 回朝食後 
処方②・・・1 日 3 回毎食後 

  
算定できない場合： 

処方①・・・1 日 1 回朝食後 
処方②・・・1 日 1 回就寝前 

 

 

 

 

✍ 【重要】新型コロナワクチン受付接種費の請求について 
新型コロナワクチン接種費の国保連合会を通じた請求支払業務は、令和 6 年 4 月受付分（3 月接種分）をもっ
て終了する予定となっています。 
終了後は、月遅れ分も含め本会への請求ができなくなる予定ですので、未請求となっている予診票がないかご
確認いただき、請求漏れのないようご注意ください。 
 
 
 

とっとり国保連                                                2024 年 1 月号 

審査委員会からの連絡事項 

国保連からのおしらせ 

1 種類の取扱い 
薬剤は合計 2 種類 ⇒算定不可 

…同一服用時点（朝食後）があるため算定可 

…朝食後と就寝前で服用時点が異なるため算定不可 

令和 6 年 4 月受付分を請求される際は、予診票の記載漏れや記載内
容の誤りがないかについて、十分にご確認いただきますようお願いい
たします。 


